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問
合
せ
▼

□本 

市
民
生
活
課
相
談
支
援
人
権
係

（
☎
内
線
1
2
0
7
）

〈
行
政
苦
情
1
1
0
番
〉

総
務
省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
き
く
み
み
群
馬

（
☎
0
5
7
0

－

0
9
0
1
1
0
）

不
正
軽
油
の
情
報
を

　
　
　
　
　
　お
寄
せ
く
だ
さ
い

　
群
馬
県
で
は
不
正
軽
油
の
情
報
窓
口
と
し

て
不
正
軽
油
1
1
0
番
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
軽
油
に
灯
油
や
重
油
を
混
ぜ
た
り
、
灯
油

や
重
油
を
そ
の
ま
ま
自
動
車
の
燃
料
と
し
て

使
用
す
る
と
地
方
税
法
違
反
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
不
正
軽
油
を
製

造
・
販
売
・
使
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
情

報
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
・
連
絡
先
▼

不
正
軽
油
1
1
0
番

（
☎
0
2
7

－

2
3
1

－

2
8
0
1
）

前
橋
行
政
県
税
事
務
所
県
税
課
軽
油
広
域
調

査
係

安
中
産
米
の

　
　
　食
味
検
査
の
ご
案
内

　
安
中
市
で
は
市

内
産
米
の
品
質
向

上
と
ブ
ラ
ン
ド
化

の
推
進
支
援
の
た

め
玄
米
お
よ
び
精

米
の
食
味
検
査
を

実
施
し
て
い
ま

す
。
食
味
検
査
と

は
近
赤
外
線
分
析
に
よ
り
、
水
分
、
タ
ン
パ

ク
質
、
ア
ミ
ロ
ー
ス
、
脂
肪
酸
度（
玄
米
の

み
）を
測
定
し
食
味
値
を
出
す
こ
と
で
、
お

米
の
お
い
し
さ
を
客
観
的
に
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
安
全
・
良
質
な
米
作
り
の
一

助
と
し
て
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

【
検
査
対
象
者
】

本
市
内
に
所
在
す
る
水
田
で
収
穫
し
た
米
穀

を
販
売
の
用
に
供
す
る
個
人
、
法
人
、
地
域

営
農
集
団
に
所
属
し
て
い
る
人
。

【
持
ち
物
】

計
測
し
た
い
玄
米
ま
た
は
精
米
90
㎖（
約
80

g
）

申
請
す
る
人
の
印
鑑

【
受
付
】

□松 

農
林
課
窓
口
に
て
受
け
付
け
し
ま
す
。
申

請
書
は
窓
口
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

月
曜
〜
金
曜
日
　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分（
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
く
）

※
計
測
は
1
回
に
つ
き
数
10
秒
ほ
ど
で
す

が
、
機
器
の
起
動
や
設
定
の
変
更
に
10
分
ほ

ど
時
間
を
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
▼

□松 

農
林
課
農
政
係

（
☎
内
線
2
6
1
2
）

「
童
謡
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
お
よ

び
「
青
少
年
健
全
育
成
市
民
の
つ

ど
い
」
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
公
演
の

中
止
に
つ
い
て

　
今
年
度
の
童
謡
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
お
よ
び

青
少
年
健
全
育
成
市
民
の
つ
ど
い
の
ミ
ュ
ー

困
っ
た
ら

　ひ
と
り
で
悩
ま
ず
　行
政
相
談

10
月
19
日（
月
）〜
25
日（
日
）は
「
行
政
相
談

週
間
」

　
行
政
相
談
委
員
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
国
の
仕
事
に

関
す
る
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受
け
付

け
、
助
言
や
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
通

知
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
本
市
の
行
政
相
談
委
員
は
髙
橋
宏
明
さ

ん
、
鈴
木
改
さ
ん
、
鳥
越
一
成
さ
ん
で

す
。

【
相
談
例
】

〇
苦
情
や
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、

ど
こ
に
相
談
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

〇
手
続
き
や
サ
ー
ビ
ス
の
制
度
や
仕
組
み

が
わ
か
ら
な
い

〇
公
共
施
設
が
壊
れ
て
い
て
危
険

　
市
で
は
、
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例

行
政
相
談
所
を
毎
月
開
設
し
て
い
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
。

【
定
例
行
政
相
談
所
】

□本 

毎
月
第
1
・
3
木
曜
日

午
前
9
時
〜
11
時
30
分

□松 

毎
月
第
1
月
曜
日

午
後
1
時
30
分
〜
4
時
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合　計

女 
273

65
338

男 
254

33
287

女    
22,106

6,417
28,523

男    
21,628

6,156
27,784

合　計 56,932人　世帯数 24,729   （令和2年8月末日現在）

ジ
カ
ル
公
演
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
を
う
け
、
中
止
と
し
ま
す
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
金
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
す
み
や
か

に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う

　
年
金
を
受
け
る
権
利
は
死
亡
す
る
と
な
く

な
り
ま
す
。
年
金
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き

は
、
「
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
を
14
日
以

内
に
年
金
事
務
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
が
過
払
い
に
な

り
、
遺
族
の
人
か
ら
返
納
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
生
計

を
と
も
に
し
て
い
た
三
親
等
以
内
の
遺
族
が

い
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
死
亡
し
た
月
の

分
ま
で
の
年
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
ま
だ
受

け
取
っ
て
い
な
い
年
金
が
あ
る
場
合
は
、
未

支
給
年
金
を
請
求
で
き
ま
す
の
で
、
死
亡
届

と
一
緒
に
「
未
支
給
年
金
・
保
険
給
付
請
求

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
提
出
す
る
際
に
は
次
の
添
付
書
類

が
必
要
で
す
。

【
添
付
書
類
】

・
「
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
の
み
を
提
出

す
る
場
合

①
死
亡
し
た
人
の
年
金
証
書

②
死
亡
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類（
住
民
票
除
票
、
死
亡
診
断
書（
コ

ピ
ー
可
）な
ど
の
い
ず
れ
か
）

・
未
支
給
年
金
を
請
求
す
る
場
合

前
記
の
①
・
②
に
加
え
て

③
死
亡
し
た
受
給
者
と
請
求
者
の
身
分
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
戸
籍
謄
本（
全
部
事
項
証

明
書
）な
ど

④
生
計
を
と
も
に
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類（
世
帯
全
員
の
住
民
票
な
ど
）

⑤
死
亡
し
た
受
給
者
と
請
求
者
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
確
認
で
き
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）

※
一
部
の
添
付
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
こ
れ
以
外
に
も
添
付
書
類
が
必
要
な
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
高
崎
年
金
事
務
所
ま
で

必
ず
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
の

　
　
　
　
　
　
　提
出
は
お
済
み
で
す
か

　
老
齢
年
金
は
所
得
税
法
に
よ
り
「
雑
所

得
」
と
し
て
課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
支

払
わ
れ
る
年
金
か
ら
各
種
の
控
除
を
行
い
、

残
り
の
額
か
ら
所
得
税
が
差
し
引
か
れ
ま

す
。

　
各
種
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
「
扶
養
親
族
等
申

告
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
期
限
ま
で

に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
が
送
ら
れ
る
老

齢
年
金
受
給
者
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
65
歳
以
上
で
年
間
1
5
8
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
て
い
る
人

・
65
歳
未
満
で
年
間
1
0
8
万
円
以
上
の
年

金
を
受
け
て
い
る
人

　
こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
、
扶
養
控

除
な
ど
の
控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
税
金
が
多

く
徴
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は
税
金

が
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ら
の
み
を
受

給
し
て
い
る
人
に
は
扶
養
親
族
等
申
告
書
は

送
ら
れ
ま
せ
ん
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
に
つ
い
て

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金

等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下
の
年

金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

令
和
2
年
度
に
新
た
に
対
象
と
な
る
人
は
、

請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
ご
案
内
や
事

務
手
続
き
は
、
日
本
年
金
機
構（
年
金
事
務

所
）が
実
施
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
人
▼

〇
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

た
だ
し
、
左
記
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・
世
帯
員
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
で
あ

る・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

8
7
9
，
9
0
0
円
以
下
で
あ
る

〇
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人

た
だ
し
、
左
記
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

・
前
年
の
所
得
額
が（
4
，
6
2
1
，
０
０

０
円
＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円
※
）以
下

で
あ
る

※
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70
歳
以
上
の
人

ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
の
場
合
は
48
万
円
、

特
定
扶
養
親
族
ま
た
は
16
歳
以
上
19
歳
未
満

の
扶
養
親
族
の
場
合
は
63
万
円

請
求
手
続
き
▼

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
10
月
中
旬
頃
よ
り

順
次
、
通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
請
求
手
続

き
が
必
要
な
人
に
は
、
請
求
書（
ハ
ガ
キ
形

式
）が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
請
求
書

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
令
和
2

年
度
中
に
世
帯
構
成
な
ど
が
変
更
に
な
り
、

要
件
を
満
た
す
よ
う
に
な
っ
た
人
に
つ
い
て

は
、
請
求
書
が
届
き
ま
せ
ん
の
で
、
□本 

国
保

年
金
課
、
□松 

住
民
福
祉
課
ま
た
は
年
金
事
務

所
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装
っ
た
不

審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口

座
番
号
を
お
聞
き
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の

金
銭
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
制
度

な
ど
詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は
、
年
金
事
務

所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

高
崎
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

（
☎
0
2
7

－

3
2
2

－

4
2
9
9
）

新型コロナウイルス対策支援策
　新型コロナウイルス感染拡大によって、本市の
経済や市民生活は大きな影響を受けています。
　その現状を鑑み、市民の皆
さんの生活を守るために、さ
まざまな支援策に取り組んで
います。最新情報は市ホーム
ページでご覧いただくか、お
問合せください。

市ホームページ

お
詫
び
と
訂
正

「
お
し
ら
せ
版
あ
ん
な
か
9
月
15
日
号
」
の
P4

の
記
載
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

誤
：
□谷 

下
水
道
事
務
課

正
：
□谷 

下
水
道
課

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。


